高知港係留施設等の指定管理者募集に係る質問について【補足説明】
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	平成25年8月29日
業務仕様書9頁の（10）イで修繕費は7,621千円を見込まれているが、募集要項39頁の実績を見るとH24で10,455千円となっている。
H24同様の修繕が発生した場合、2,834千円を他経費に余裕がある場合は、指定管理者の負担となるため、利益が少なくなる。
管理代行料全体ではなく修繕費のみで負担協議できないか。
光熱水費についても同様の取り扱いとして欲しい

平成25年9月2日
ＳＯＬＡＳ保安警備について、指定管理移行の場合、何隻入港しても、委託料変更はないということでしょうか？
また、単年度であろうが3年間であろうが、予算をオーバーした場合の委託料の措置をお尋ねします。
（修繕予算+光熱費予算）は委託料の中で決まっていますので、これを上回る場合の委託料以外での原資の措置をお願いします。

平成25年9月20日
3年間でバランスを取るとの回答をいただきましたが、最終年度まで不足がある場合、補正はあるのでしょうか？

	計画より支出が増えた場合の対応について質問が何度かありましたので、確認の意味で補足説明をさせていただきます。

まず、当該年度において、修繕費が不足し、光熱水費など他の支出予定費に余裕がある場合は、管理代行料全体として不足がないものと判断し指定管理者が管理代行料として負担することになります。
しかし、維持修繕費がこの金額を超え管理代行料全体でも不足すると確認された場合は、別途費用の取り扱いを県と指定管理者で協議し、対応することになります。光熱水費についても同様です。

管理業務に係る経費は、業務仕様書にありますように県が年度協定に基づき支出するとしています。
　上段で説明しましたように、例えば、利用船舶が増え、水道料や電気料が大幅に増加し、管理代行料全体でも予算が不足する場合などについては、県と指定管理者が協議のうえ、年度協定を変更し、再締結することになります。
　反対に支出額が協定額を下回る場合でも年度協定を再締結することになります。

　3年間で予算化している債務負担行為につきましても予算額を超えると判断された段階で、債務負担行為の増額（変更）を県議会に諮り、最終年度に調整することとなります。

以上、9月23日の回答もとに補足させていただきました。

	
	



